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大泉ＪＣＴ地域 

（前原交差点～目白通り） 
平成２４年度事業着手 

都市計画道路名 東京都市計画道路 幹線街路 外郭環状線の２ 

変 更 概 要 ・一部幅員の変更  40ｍ → 22ｍ （延長約2,840m） 

・交通広場の設置  面積約5,100㎡（上石神井駅付近） 

 平成１９年、高速道路の外環の都市計画を高架方式から地下方式に変更し

たことを踏まえ、環境、防災、交通、暮らしの４つの視点で、この地上部街

路の必要性やあり方などについて、広く意見を聴きながら検討を進めること

としました。 

 このたび、これまでの検討を踏まえ、この地上部街路の都市計画に関する

方針を定め、これに基づき都市計画変更素案を作成しました。 

 目白通りから青梅街道までの区間のうち、事業中の大泉ジャンクション地

域及び（仮称）青梅街道インターチェンジの整備により地上部が改変される

区間を除いて、都市計画の幅員を40ｍから22ｍに変更します。 

 上石神井駅周辺については、鉄道やバス等の交通手段を結節する機能を確

保するため、現在の都市計画の区域を一部活用し、交通広場を設置します。 

  都市計画の概要 

 東京外かく環状道路（外環）の地上部街路（外環の２）は、昭和４１年、

高速道路の外環とともに、都内の都市計画道路ネットワークの一部として都

市計画決定されています。 

■外環の地上部街路 
  （目白通り～東八道路） 

■練馬区における外環の地上部街路 
  （目白通り～青梅街道） 
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■断面図※1 

※1 都市高速道路（外環）と幹線街路（外環の２）の都市計画の標準幅員を 
  断面図に示したものです。 

※2 都市高速道路（外環）と幹線街路 
  (外環の２)との位置関係は、場所に 
  よって異なります。 

＜昭和41年7月＞ ＜平成19年4月＞ 

＜平成26年6月＞ 

都市計画変更素案※2 

（前原交差点～千川通り） 

■都市計画変更の概要 



地域の 
現状と課題 

○震災時に閉塞のおそれがある幅員5.5m未満の道路が約6割を占めて

いることから、震災時において避難、消防、救援・救護等の活動を

支えるための道路が必要です。 

○火災の拡大を防止する延焼遮断帯の形成が遅れていることから、延

焼遮断帯となる都市計画道路を着実に整備する必要があります。 

断面構成と 
幅員の考え方 

○緊急車両の円滑な通行が可能な車道幅員を確保します。 

○延焼遮断機能を発揮できる道路幅員を確保します。 

地域の 
現状と課題 

○歩道のない道路をバスが頻繁に行きかっていることから、安全で快

適な歩行者・自転車空間の創出に向けた取組が必要です。 

断面構成と 
幅員の考え方 

○歩行者、自転車、自動車の安全・安心を確保するため、それぞれの

通行空間を構造的に分離します。 

○車いすのすれ違いが可能で、バリアフリー化された歩道を設置します。 
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  断面構成と幅員の考え方 

注：自転車道の整備形態については、今後、関係機関と調整し検討していきます。 

標準断面図（幅員変更区間）  練馬区における外環の地上部街路（目白通り～青梅街道）は、環境、防

災、交通、暮らしの４つの視点から検討した結果、地域課題の解決に資す

るとともに、練馬区内の都市計画道路ネットワークの形成など、広域的な

視点からも必要な道路と考えています。 

 事業中の大泉JCT地域と、(仮称)青梅街道ICの整備により地上部が改変

される範囲を除く区間について、あり方（複数案）に寄せられた意見や練

馬区の意向を踏まえ、４つの視点から断面構成と幅員を検討しました。そ

の結果、道路の基本的な機能を確保した上で、歩行者、自転車、自動車の

通行空間を構造的に分離可能な幅員22mとしました。 

環境 ～快適な都市環境の創出や地域環境の改善などの視点～ 

防災 ～広域的な救援・救護活動や延焼遮断帯の形成などの視点～ 

交通 ～人とモノの流れの円滑化や交通の安全性の向上などの視点～ 

暮らし ～質の高い生活環境の創出などの視点～ 

地域の 
現状と課題 

○練馬区では、都市計画道路の整備率が5割を下回る状況です。 

○周辺道路で渋滞が発生し、生活道路での事故率が高くなっています 

○交通の円滑化とともに、生活道路に流入する通過交通を抑制するた

め、都市計画道路を着実に整備する必要があります。 

断面構成と 
幅員の考え方 

○将来見込まれる自動車交通量を踏まえ、停車帯を備えた往復２車線

の車道を確保します。 

○主要交差点において右折レーンが設置可能な車道幅員を確保します 

○将来、バスルートとなった場合でも、バス停車時において後続車両

が円滑に通行できる車道幅員を確保します。 

地域の 
現状と課題 

○将来にわたる保全が不確実な民有地の緑が多いため、公園、道路等

の公共空間において永続的な緑を確保する必要があります。 

○外環の地上部街路の沿線では、石神井公園に加え、練馬区において

石神井松の風文化公園が新たに整備されました。 

○国土交通省は「『八の釜憩いの森』の保全措置方針」を公表し、大

泉JCT周辺地域において、失われる緑の量と同程度以上の緑の量の

回復を図ることとしています。 

断面構成と 
幅員の考え方 

○外環の地上部街路の沿線等では、公共空間における緑の確保に向け

た取組が進んでいます。 

○こうした近隣の緑との連続性や沿道環境の保全に配慮して、緑のネ

ットワーク形成や良好な景観形成に資する植樹帯を設置します。 
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。 


